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　海外では，1996 年から遺伝子組換え（GM）作物の
商業栽培が開始され，その耕地面積は年々増加の一途
をたどっている．また，複数の GM作物を交配した
スタック品種などの新たな GM作物も次々と開発さ
れ，GM作物の品種，栽培国，栽培面積のいずれもそ
の増大は留まるところを知らない．日本では食品とし
ての GM作物の商業栽培は実施されておらず，国内
で流通するGM作物は，すべて輸入されたものである．
日本において GM作物を食品とする場合には，GM作
物の開発国が安全性を承認しているいないにかかわら

ず，我が国の食品安全委員会で安全性が承認されるこ
とが必須となる．よって，国内での流通が許可されな
い安全性未審査の GM作物が食品へ混入することの
ないよう監視を行うことが，日本における組換え遺伝
子検査の第一の目的である．また，安全性が承認済み
かつ分別生産流通管理（Identity Preserved Handling 
：IP ハンドリング）を有する GM作物に限っては，
非意図的な混入として，上限として 5％の GM作物が
non-GM作物と混在することが，日本では許可されて
いる．しかしながら，安全性承認済みの GM作物で
あっても，非意図的な混入ではなく食品原料として使
用する場合には，表示を行うことが義務付けられて
いることから，その含有率を定量し，GM 作物の原
料表示が正しく行われていることを確認する必要が
ある．これが，食品の組換え遺伝子検査を行う第二
の目的である．これら二つの目的のために，厚生労
働省および農林水産省は，種々の試験法を開発し公
表している 1～ 3）．神奈川県では，GM 食品の表示が
義務化された 2001 年（平成 13 年）4 月から検査を
開始し，以来，GM 食品の表示および安全性未審査
の GM 作物混入を監視するための検査を実施してい
る 4～ 9）．本報では，2009 年度（平成 21 年度）に神
奈川県が実施した GM 食品検査の結果について報告
する．
　試験方法は，厚生労働省通知 1，2）および JAS 分析
試験ハンドブック 3）に従い，安全性未審査の組換え
遺伝子については定性試験を，安全性審査済み組換え
遺伝子については定量試験を実施した．表 1に，平成
21 年に実施した検査項目及び品目ごとの試験方法を
示した．使用機器類は，前報のとおりである 9）．
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表１　平成 21 年度　組換え遺伝子検査項目及び試験方法
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　まず，安全性未審査組換え遺伝子の定性試験につい
ては，パパイヤ組換え系統；55-1，トウモロコシ組換
え系統；CBH351 および Bt10，コメ組換え系統；Bt
コメの試験を行った結果，いずれの検体から得られた
DNA試料原液についても，組換え遺伝子は不検出で
あった（表 2）．
　次に，安全性審査済み組換え遺伝子の定量試験では，
トウモロコシ組換え系統；Event176，Bt11，T25，
Mon810，GA21，および大豆組換え系統；Roundup 
Ready Soybean（RRS）について試験を行った．ト
ウモロコシ組換え系統 4 種（Event176，Bt11，T25，
Mon810）については，通知法に記載されたスクリー
ニング試験である 35S プロモーター配列の定量試験
を行った（表 3）．その結果，トウモロコシ青果では，
リアルタイム PCR における反応が終了する 45 サイク
ルまで 35S および GA21 の PCR 増幅が全く検出され
ず，組換え遺伝子は認められなかった．しかし，トウ
モロコシ穀粒は，表示上の問題は無いが，アメリカ産
の検体No.5で，35Sプロモーターが定量下限値（0.5%）3）

未満の微量混入が認められた．
　大豆組換え系統の RRS 定量試験結果では，大豆穀
粒 13 検体中，カナダ産 1 検体およびアメリカ産 2 検
体の計 3 検体で，定量下限値（0.5%）10）未満の微量
混入が認められた．大豆加工食品については定量試験
の対象外となっているが 1），大豆加工食品への GM大
豆「非表示」混入に対する消費者の不安が大きいこと
から，神奈川県では，比較的加工程度が低いと考えら
れる食品について，通知法に準じた定量試験を実施し
ている．ただし，それらの加工食品の定量結果におい
て表示違反が疑われた場合には，原料とされた大豆穀
粒について通知法に従った定量試験を実施し，最終判
定を行うこととしている．本年度試験を実施した大豆
加工食品のうち，冷凍枝豆については，5検体すべて
が 45 サイクルまで RRS の PCR 増幅が全く検出され
ず，組換え遺伝子は不検出であった．豆腐は，定量下
限値未満の微量混入の検出率が高く，11 検体中 10 検
体で認められた．それらのうち 5検体はカナダもしく
はアメリカ産の大豆を原料とした豆腐であった．厚

表２　平成 22 年度　組換え遺伝子定性試験結果



No. 40  2010Bull. Kanagawa Ins. of P. H.

－ 55 －

揚げについても，7検体中 5 検体で定量下限値未満の
混入が認められ，1検体ではカナダ産の大豆を原料と
していることが記載されていた．豆乳では，8検体中
3 検体で微量混入が認められ，そのうち 1検体の原料
大豆はカナダ産であることが記載されていた．これら
カナダ産もしくはアメリカ産の大豆を使用した大豆

加工品では，全て RRS の微量混入が検出されている
が，大豆穀粒については，必ずしも両国を産地とする
大豆で RRS の微量混入が検出されているわけではな
いことから，カナダ産およびアメリカ産の大豆が特に
高頻度に微量の RRS を含んでいるということではな
いものと考えられる．しかしながら，GM大豆は GM

表３　平成 21 年度　組換え遺伝子定量試験結果
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作物の中で一番耕地面積が広く，世界的には最も流通
量が多い GM作物である 11）ことから，輸入大豆を用
いていることが明らかな加工食品については，引き
続き監視を行う必要があると思われる．また，検体
No.50，51 および 52 の豆乳については，大豆内在性
遺伝子 Le1 のコピー数が，当所における下限値の目
安である 10000 コピーを下まわったことから，検知（定
量）不能の判定となった．これらの検知不能となっ
た豆乳は，DNA試料原液の濃度が 36 ～ 433ng/ μ L
と，定量試験を実施するDNA試料原液としては十分
な濃度が得られており，DNAの精製度の指標とされ
る 260nm/280nm の吸光度比も 1.85 ～ 1.98 と良好な
精製状態を示す値であった．しかし，DNA試料原液
を 20ng/ μ L に希釈後，定量 PCR を実施した結果で
は，Le1 のコピー数は検体 No.50 では 7000 前後，検
体No.51は 4000前後，検体No.52は 0コピーであった．
それらの原因として，共存する原料由来の成分による
PCR阻害，もしくは加工過程における大豆DNAの断
片化の可能性が考えられるが，詳細な原因究明は今後
の課題である．
　以上，平成 21 年度の組換え遺伝子検査結果におい
て，トウモロコシ穀粒，大豆穀粒，豆腐，厚揚げおよ
び豆乳で，定量下限値未満であったが微量の組換え遺
伝子の混入が認められた．特に，豆腐および厚揚げ
RRS 微量混入は，10/11 および 5/7 と高頻度で検出さ
れ，豆乳でも 3/5（検知不能 3検体を除く）の検体で
微量混入が認められた．大豆穀粒および大豆加工食品
では，年度により検出率の変動はあるものの 4～ 9），依
然として RRS 微量混入の検出は続いていることから，
今後も GM作物の混入に対する検査を実施し，GM食
品に関わる「表示」の監視を継続していく必要がある
と考える．

（平成 22 年 8 月 20 日受理）
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